
新型コロナウイルス感染症禍における避難対策

●広域的に、ホテル・旅館を活用した避難所を確保（5月）
団体と連携するなど、避難所として活用可能なホテル・旅館等をリスト化

２．避難所の確保

３．避難所運営ノウハウの構築、対応力強化

●ガイドラインの作成（6月）

新型コロナウイルス感染症禍における避難所運営のチェックポイントをまとめた
ガイドラインを作成

●避難所運営実施研修、訓練の実施（7月）

各市町の避難所運営実務者を対象として、実際の避難所における実地研修、訓練
を実施

リスト化できている設数 県内で５７施設 【令和２年５月27日現在】

●感染症禍における避難の留意点について、市町や県民へ呼び掛け（5月）

・在宅避難や親戚・友人宅への避難等の「分散避難」についての検討
・感染症対策用品を非常持出品に加えること
・避難所においては避難者同士のスペースを一定確保すること
・災害発生時には躊躇なく自分の命を守る行動をとっていただきたいこと

今後も引き続き広報媒体等を活用し、県民の皆様へ普及・啓発を行う予定

１．普及・啓発
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